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３．市街地整備方針 

（1）基本的な考え方 
○県中部の中心都市にふさわしい拠点の形成 

鳥取県中部地域の玄関口である倉吉駅から打吹地区にかけての中心市街地を核

として、県中部の中心都市にふさわしい商業・業務・医療・教育など多様な都市機

能の維持・増進と良好な街なみづくりを進めます。特に中心市街地のにぎわいを再

生するため、「倉吉市中心市街地活性化基本計画」（平成 27 年度～）等の取り組

みを推進します。 

 

○歴史・文化と調和した市街地の形成 

歴史的街なみが残る打吹地区などについて、倉

吉市の豊かな歴史・文化と調和した魅力的な街な

みの形成を進めます。また、倉吉パークスクエア

における県立美術館の整備をはじめとし、歴史・

文化施設の機能の充実を図り、これらと連携した

市街地の形成を図ります。 

 

○移住・定住の推進 

倉吉市においても人口減少対策は最重要課題であり、若者の定

住やＩＪＵターンによる移住の促進を図るため、特色のある農

業、工業等の育成を図りながら都市基盤の整った利便性の高いま

ちづくりを進めます。 

また空き家を活用した住宅の提供や移住・定住者への各種助成

制度による定住化の促進を図ります。 

 

 

（2）倉吉駅周辺地区の市街地整備方針 
・倉吉駅北側については、駅南北自由通路や土地区画整理事業等の整備の進展した

都市基盤を活かし、新たなにぎわいの創出につながる市街地形成を促進します。 

また、鳥取短期大学や鳥取看護大学へのアクセス向上と駅周辺の渋滞緩和を図る

ため県道上井北条線（旧市道駅北通り線）の整備を促進します。 

・倉吉駅南側については、増加する空き店舗、空き地等の利活用を促進するため、

既存市街地の環境整備を図るとともに、民間による市街地開発や商業施設、サー

ビス付き高齢者住宅などの社会ニーズに合わせた施設の誘導を図り、中部地域の

玄関口にふさわしい利便性の高い市街地の形成を推進します。 

  

倉吉市田舎暮らしガイドブック 

倉吉市ホームページより 

倉吉パークスクエア 
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（3）歴史・文化と調和した市街地整備方針 
・伝統的建造物群保存地区を含む打吹地区では建造物の保存や修理修景事業を促進

し、歴史・文化の香るまちづくりを進めます。特に赤瓦・白壁土蔵群周辺につい

ては、景観に配慮した電柱、街灯の整備やカラー舗装などの道路の美装化を進め

てきたところですが、引き続き観光拠点としての魅力を高める施設整備や景観・

防災上の効果の高い無電柱化を推進します。 

・赤瓦・白壁土蔵群や旧明倫小学校の円形校舎を利用したフィギュアミュージアム、

建設予定の県立美術館などの観光・文化・商業施設との連携が高まるよう、歩行空

間等の環境の整備を行い、回遊性の向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）移住・定住の推進に向けた市街地整備方針 
・関金地区は、関金温泉を活かした観光振興を図るとともに近年、農家民泊などの

取組みが推進され、観光・レクリエーション拠点としてのポテンシャルが高まり、

移住者も増加しています。 

・豊かな自然、田園環境を求める移住者の増加が関金地区をはじめとし、全市に広

がっていることから、引き続き移住・定住を促す自然、田園環境と調和した利便

性の高いまちづくりを進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移住・定住体験 

倉吉市ホームページより 

関金温泉 

県立美術館建設予定地 赤瓦・白壁土蔵群の街なみ 
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・若い世代など、低所得者に安価な住宅を提供するため、市

営住宅など公営住宅を確保するとともに、市民ニーズを踏

まえながら必要な改修等を進めていきます。 

・近年増加の著しい空き家については、「空き家バンク」に

よる移住者等への情報提供や、リノベーションによるシェ

アハウス、賃貸住宅など魅力的な住宅の提供を促進するこ

とにより、ＩＪＵターンを推進するとともに、良好な生活

環境を悪化させる危険な空き家の除却等の対策を進めま

す。 

・中心市街地においても人口減少が顕著な一方、市街地周辺

部では宅地化や民間賃貸住宅の建設が進行している地域

があります。比較的安価に利便性の高い居住環境が提供で

きる地域は、若者の定住促進や市外からの移住の受け皿と

して有効なことから、子育て環境や生活環境の整備を推進

します。 

 

■県外からの移住者の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：鳥取県への移住状況について（とっとり暮らし支援課） 
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４．都市景観・都市環境の整備方針 

（1）基本的な考え方 
○良好な都市景観の保全と活用 

四季の彩り豊かな自然景観や地域の風土、文化、生活に根ざした街なみなど共有

の財産である優れた景観を守り育て、次代に引き継ぐための取組みを市民ととも

に推進します。 

また、市内に点在する良好な景観を有する施設について、観光資源としての積極

的な活用を図ります。特に歴史的街なみが残る打吹地区においては建物の修理、修

景を推進し、良好な景観の形成を図ります。 

 

○人にやさしいまちづくり 

「鳥取県福祉のまちづくり条例」に基づき、高齢者、障がい者、妊産婦等誰もが

安全に安心して活動できるようバリアフリーのまちづくりを進めます。 

 

 

（2）都市景観の保全と活用の方針 
・「倉吉市景観計画」に基づき、市民の景観意識の醸成を図りながら、都市的景観

の整備や自然景観、歴史的景観の保全に努めるなど、倉吉らしい都市景観の形成

を図ります。 

・打吹玉川地区重要伝統的建造物群保存地区に

ついては、歴史的建造物の保存・修理を促進

します。特に赤瓦・白壁土蔵群周辺について

は、倉吉市の観光拠点となっていることから

引き続き歴史的景観の保全を推進するとと

もに、景観・防災上の効果の高い無電柱化を

推進します。 

・倉吉市の北部から隣接する北栄町にかけて広

がる水田は、初夏には麦秋景観をたたえ、秋

には稲穂が金色に輝く穀倉地帯であり、鳥取

県中部の代表的な農村風景を呈しています。

このような倉吉市の特徴的な田園環境の保全

を図ります。 

 

 

 

 

くら用心 

上北条地区麦畑 
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（3）都市環境形成の方針 
① バリアフリーのまちづくり 

・倉吉市の高齢化率は 31.7%（平成 27 年度）

であり超高齢社会と言われる 21％を大きく

越えています。倉吉市が「いきいき」とした

まちづくりを進めていくには、高齢者の活躍

が不可欠となっています。高齢者をはじめ障

がい者、妊産婦等が安全に安心して活動でき

るよう「鳥取県福祉のまちづくり条例」に基

づく公共施設等の整備を推進します。 

また既存の道路等についても関係機関と連携して段差解消や視覚障がい者誘導ブ

ロックの設置等のバリアフリー化を促進します。 

 

② 地域の防犯対策の推進 

・防犯上の観点からも、地域コミュニティのつな

がりを維持していくとともに、道路・公園等で

死角を作らない施設の整備や防犯対策のため

の防犯灯を地域と連携して設置を推 進しま

す。また防犯上からも増加する空き家の適正

管理を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バリアフリートイレ（さわやかトイレ） 

ＬＥＤ防犯灯（堺町） 
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５．都市防災の整備方針 

（1）基本的な考え方 
○災害に強い都市基盤の整備 

全国で大規模災害が頻発し、倉吉市においても平成 28 年 10 月 21 日に最大震度 6 

弱を記録する「鳥取県中部地震」により甚大な被害を被るなど多くの災害に見舞わ

れてきました。これらの災害を教訓に引き続き市民の生命財産を災害から守り、安

全な生活環境を確保するため、災害に強い都市基盤の整備を推進します。 

また、災害時には、市民と一体となって対応する「自助、共助、公助」による地 

域防災力の強化を進めていきます。 

 

（2）災害に強い都市基盤の整備方針 
① 都市基盤の防災対策の強化 

・緊急輸送道路やその他主要道路の橋梁の耐震化や狭隘な避難路の整備等を促進し

ます。また、水道、下水道等の主要施設の耐震化を促進します。 

・市役所庁舎や学校など主要な公共施設の耐震改修は概ね完了していますが、引き

続き公的施設の耐震改修を進めるとともに、民間の住宅や施設についても耐震対

策の啓発、耐震診断・改修への助成などにより耐震化を促進します。 

 

② 防災拠点等の強化 

・市庁舎や市防災センター等の防災拠点機能、地

区公民館や学校等の避難所機能など防災機能

の強化を図ります。また、備蓄輸送拠点や避難

所等について大規模災害を想定した広域的機

能の確保を図ります。 

 

 

 

 

  

鳥取県中部地震直後の様子 

倉吉市防災センター 
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③ 法規制や各種事業による対策 

・市街地の防災機能を確保するため、良質な宅地開発や建築が行われるよう開発行

為や建築確認等において法令に基づき適切な指導を行います。 

・河川の重要水防箇所や土砂災害危険箇所などにおける災害を防止するため、治水、

治山、砂防等の防災対策事業を促進します。 

 

④ 防災体制の強化、防災意識の醸成 

・災害対策は施設整備だけでは困難であるため、引き続き自治公民館や消防団等の

関係機関と連携を図り、「倉吉市地域防災計画」に基づく防災体制の強化を図る

とともに、避難訓練や講習会などにより市民の防災意識の醸成や防災リーダー等

の人材育成を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

倉吉市消防ポンプ操法大会 倉吉市消防出初式 
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